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（名称） 

第１条 この会議は、戦略的な開発協力の実施体制に関する有識者会議（以下「会議」と

いう。）という。 

 

（目的） 

第２条 会議は、開発協力を取り巻く現下の国際情勢を踏まえ、組織や業務実施体制を

含め、戦略的な開発協力の実施体制について、第三者かつ専門的な観点から検討する

ことを目的とする。 

 

（委員） 

第３条 会議の委員は、別紙のとおりとする。 

 

（座長） 

第４条 会議に座長を１名置く。 

２ 座長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

 

（事務局） 

第５条 会議の事務局は、外務省国際協力局政策課が行う。 

 

（関係者からの意見聴取） 

第６条 座長が必要と認めるときは、関係者を呼びその意見を聞くことができる。 

 

（議事の公開） 

第７条 座長が必要と認めるときは、会議の一部を公開する。 

２ 会議関係者以外の傍聴は不可とする。 

３ 会議の資料は、特段の理由がある場合を除き、公開とする。 

４  会議の議事概要は、事務局が座長の確認を得たのち、速やかに外務省ホームページ

において公開する。 

 

（会議の開催形式等）  

第８条 会議は、原則として対面又はオンラインのハイブリッド形式により開催する。 

２ 委員は、会議を欠席する場合であっても、事前に事務局を通じて書面等により意見

を提出することができる。 

 



（守秘義務） 

第９条 委員は、会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も同様とする。 

 

（除斥）  

第 10条 委員は、自己その他密接な関係を有する者に関し、直接かつ具体的な利害関

係を有する議題については、当該議題の審議及び意見のとりまとめに参加してはなら

ない。  

２ 前項に該当するか否かの判断は、座長が行う。  

３ 除斥の事実及び理由は、議事録に記載する。  
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